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○農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について（平成 31年 3月 29日付け 30消安第 6281号農林水産消費・

安全局農産安全管理課長通知）一部改正新旧対照表 

（下線の部分は改正部分） 
改 正 後 現 行 

別紙 別紙 

表１ 

適用作物群のうち食用又は飼料用に利用される作物 

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物 

大作物群 中作物群 小作物群 作物名 作物名に含ま

れる別名、地

方名、品種名

等の例 

備考（収穫

部位等） 

果樹類 かんきつ － （略） （略） 果実を収穫

するもの レモン  

ミカン（Citrus）属、キンカン

（Fortunella）属、カラタチ（Poncirus）属

又はこれらの交配種で、概ね偏球形、球形又

は卵形の果実を収穫するものは、これらの作

物群に含まれる。 

（略） （略） （略） （略） （略） 

－ － オリーブ  果実を収穫

するもの 

－ － カカオ  種子を収穫

するもの 

－ － かき  果実を収穫

するもの （略） （略） （略） （略） 

－ － グアバ（果

実） 

バンジロウ、

バンザクロ 

－ － くり  種子を収穫

するもの － － くるみ  

－ － コーヒーノ  

表１ 

適用作物群のうち食用又は飼料用に利用される作物 

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物 

大作物群 中作物群 小作物群 作物名 作物名に含ま

れる別名、地

方名、品種名

等の例 

備考（収穫

部位等） 

果樹類 かんきつ － （略） （略） 果実を収穫

するもの レモン  

作物群内の作物間での交配種

は、これらの作物群に含まれ

る。 

 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

－ － オリーブ  

 

果実を収穫

するもの 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

 

－ － かき  

（略） （略） （略） （略） 

－ － グアバ（果

実） 

バンジロウ、

バンザクロ 

－ － くり  種子を収穫

するもの － － くるみ  

（新設） （新設） （新設） （新設） 
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キ 

（略） （略） （略） （略） （略） 

野菜類 いも類 － （略） （略） （略） 

きくいも ブタイモ 塊茎を収穫

するもの 

キャッサバ  塊根を収穫

するもの 

こんにゃく 

 

 塊茎を収穫

するもの 

（略） （略） 

みずいも 田いも 

（略） （略） （略） 

根菜類 － （略） （略） （略） 

かぶ 赤かぶ、赤

菜、温海か

ぶ、稲核菜、

大かぶ、鬼首

菜、源助カブ

ナ、こかぶ、

小牛田菜、聖

護院かぶ、清

内路あかね、

酢茎菜（すぐ

きな）、長禅寺

菜、津田か

ぶ、天王寺か

ぶ、鳴沢菜、

羽広菜、ひの

なかぶ（日野

菜）、福島菜、

紅かぶ、ゆる

ぎかぶ（万木

かぶ） 

茎葉及び根

を収穫する

もの 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

野菜類 いも類 － （略） （略） （略） 

きくいも 

 

ブタイモ 塊茎を収穫

するもの 

（新設） 

 

（新設） 

こんにゃく 

 

 

（略） （略） 

みずいも 田いも 

（略） （略） （略） 

根菜類 － （略） （略） （略） 

かぶ 赤かぶ、赤

菜、温海か

ぶ、稲核菜、

大かぶ、鬼首

菜、源助カブ

ナ、こかぶ、

小牛田菜、聖

護院かぶ、酢

茎菜（すぐき

な）、長禅寺

菜、津田か

ぶ、天王寺か

ぶ、鳴沢菜、

羽広菜、ひの

なかぶ（日野

菜）、福島菜、

紅かぶ、ゆる

ぎかぶ（万木

かぶ） 

 

茎葉及び根

を収穫する

もの 
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（略） （略） （略） 

にんじん

（葉） 

葉にんじん 比較的若い

葉を根とと

もに収穫す

るもの 

パースニッ

プ 

 根を収穫す

るもの 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

うり類 うり類（未

成熟） 

赤毛ウリ モーウィ 果実を収穫

するもの エホバク 韓国カボチャ 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

うり類（成

熟） 

（略） （略） （略） 

漬物用すい

か 

源吾兵衛西瓜 未成熟な果

実を収穫す

るもの 

ツノニガウ

リ 

キワノ 成熟した果

実を収穫す

るもの 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

あぶらな科

野菜（花蕾

及び茎） 

はなやさい

類 

（略） （略） 花蕾及び花

茎を収穫す

るもの 

ブロッコリ

ー 

 

作物群内の作物間での交配種

は、これらの作物群に含まれ

る。 

（略） （略） （略） （略） 

葉菜類 非結球あぶ

らな科葉菜

類 

（略） （略） 茎葉（花茎

がのびだす

前のもの）

を収穫する

あぶらな 仙台芭蕉菜、

はたけな（畑

菜）、姫路若

（略） （略） （略） 

にんじん

（葉） 

葉にんじん 比較的若い

葉を根とと

もに収穫す

るもの 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

うり類 うり類（未

成熟） 

赤毛ウリ モーウィ 果実を収穫

するもの （新設） （新設） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

うり類（成

熟） 

（略） （略） （略） 

漬物用すい

か 

源吾兵衛西瓜 未成熟な果

実を収穫す

るもの 

（新設） 

 

 

（新設） （新設） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

あぶらな科

野菜（花蕾

及び茎） 

はなやさい

類 

（略） （略） 花蕾及び花

茎を収穫す

るもの 

ブロッコリ

ー 

 

（新設） 

 

 

（略） （略） （略） （略） 

葉菜類 非結球あぶ

らな科葉菜

類 

（略） （略） 茎葉（花茎

がのびだす

前のもの）

を収穫する

あぶらな 仙台芭蕉菜、

はたけな（畑

菜）、姫路若
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菜、やまとま

な（大和真

菜） 

もの 

飯田冬菜  

潮江菜  

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

作物群内の作物間での交配種

は、これらの作物群に含まれ

る。 

茎葉（花茎

がのびだす

前のもの）

又は茎葉及

び花茎を収

穫するもの 

Brassica rapa、B. oleracea、B. juncea 又

はこれらの交配種で、非結球の茎葉又は茎葉

及び花蕾を収穫するものも含まれる（根菜

類、結球あぶらな科葉菜類、はなやさい類及

びあぶらな科茎野菜に含まれる作物は除

く。）。 

（略） （略） （略） （略） 

レタス類以

外のきく科

葉菜類 

（略） （略） （略） 

こおにたび

らこ 

 茎葉を収穫

するもの。 

春の七草で

は、ほとけ

のざといわ

れているも

の。 

ごまな  茎葉を収穫

するもの 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

－ えびすぐさ ロッカクソウ 地上部の全

菜、やまとま

な（大和真

菜） 

もの 

（新設） （新設） 

（新設） （新設） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

作物群内の作物間での交配種

は、これらの作物群に含まれ

る。 

茎葉（花茎

がのびだす

前のもの）

又は茎葉及

び花茎を収

穫するもの 

（新設） 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） （略） 

レタス類以

外のきく科

葉菜類 

（略） （略） （略） 

こおにたび

らこ 

 茎葉を収穫

するもの。 

春の七草で

は、ほとけ

のざといわ

れているも

の。 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

－ えびすぐさ ロッカクソウ 地上部の全
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（茎葉） 草を収穫す

るもの 

－ エルバステ

ラ 

 地上部全草

を収穫する

もの 

（略） （略） （略） （略） 

－ 食用すいば ソレル、オゼ

イユ 

葉を収穫す

るもの 

－ 食用すべり

ひゆ 

 茎葉を収穫

するもの 

－ ストリドー

ロ 

シラタマソウ 地上部全草

を収穫する

もの 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

食用花 － かんぞう

（花） 

シナカンゾ

ウ、ノカンゾ

ウ、ヤブカン

ゾウ、黄花

菜、金針菜 

蕾を収穫す

るもの 

－ 食用あさが

お 

 花又は蕾を

収穫するも

の 

－ 食用アスタ

ー 

えぞぎく 花を収穫す

るもの 

－ 食用アリッ

サム 

 

（略） （略） （略） 

－ 食用ストッ

ク 

 

（削る） 

 

（削る） （削る） 

－ 食用せんに 千日紅 

（茎葉） 草を収穫す

るもの 

（新設） 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

（略） （略） （略） （略） 

－ 食用すいば ソレル、オゼ

イユ 

葉を収穫す

るもの 

（新設） 

 

（新設） （新設） （新設） 

（新設） 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

食用花 － かんぞう

（花） 

シナカンゾ

ウ、ノカンゾ

ウ、ヤブカン

ゾウ、黄花

菜、金針菜 

蕾を収穫す

るもの 

（新設） 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

－ 食用アスタ

ー 

えぞぎく 花を収穫す

るもの 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

（略） （略） （略） 

－ 食用ストッ

ク 

 

－ 食用すべり

ひゆ 

 茎葉を収穫

するもの 

－ 食用せんに 千日紅 花を収穫す



 

 6 / 8 
 

ちこう 

－ 食用トルコ

ギキョウ 

 

（略） （略） （略） 

－ 食用パンジ

ー 

 

－ 食用ヒメヒ

マワリ 

 

－ 食用プリム

ラ 

食用さくらそ

う 

－ 食用ベゴニ

ア 

 

（略） （略） （略） 

－ 食用ミニバ

ラ 

食用バラ 

－ 食用モモイ

ロタンポポ 

クレピス 

（略） （略） （略） （略） 

－ 食用ラベン

ダー 

イングリッシ

ュ・ラベンダ

ー 

茎葉及び花

を収穫する

もの 

－ 食用リナリ

ア 

 花を収穫す

るもの 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

－ － 食用さくら

（花） 

 花を収穫す

るもの 

－ － 食用サボテ

ン 

ウチワサボテ

ン、ノパール 

茎節を収穫

するもの 

（略） （略） （略） （略） （略） 

－ － れんこん はす 根茎を収穫

するもの水

系で栽培さ

ちこう るもの 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

（略） （略） （略） 

－ 食用パンジ

ー 

 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

－ 食用プリム

ラ 

食用さくらそ

う 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

（略） （略） （略） 

－ 食用ミニバ

ラ 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

（略） （略） （略） （略） 

－ 食用ラベン

ダー 

イングリッシ

ュ・ラベンダ

ー 

茎葉及び花

を収穫する

もの 

（新設） 

 

（新設） （新設） 花を収穫す

るもの 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

－ － 食用さくら

（花） 

 花を収穫す

るもの 

（新設） 

 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

－ － れんこん はす 根茎を収穫

するもの水

系で栽培さ
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れるもの 

－ － ローゼル  肥大した萼

及び苞を収

穫するもの 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

注１） 

「小粒種ぶどう」は 1 粒重量が 1.5g 程度のぶどうをいい、「大粒種ぶどう」は

これより重いぶどうをいう。 

 

巨峰系４倍体品種ぶとう 

（略） 

注２）（略） 

 

表２ 

 適用農作物のうち食用又は飼料に利用されない農作物等 

大グループ名 中グループ名 作物名 作物名に含ま

れる別名、地

方名、品種名

等の例 

備考（収穫部

位等） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

花き類・観葉

植物 

（略） （略） （略） （略） 

 ガーベラ   

 花月 フチベニベン

ケイ、カネノ

ナルキ 

 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

れるもの 

（新設） 

 

 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

注１） 

（新設） 

 

 

巨峰系４倍体品種ぶとう 

（略） 

注２）（略） 

 

表２ 

 適用農作物のうち食用又は飼料に利用されない農作物等 

大グループ名 中グループ名 作物名 作物名に含ま

れる別名、地

方名、品種名

等の例 

備考（収穫部

位等） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

花き類・観葉

植物 

（略） （略） （略） （略） 

 ガーベラ   

（新設） 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

注１）・２）（略） 注１）・２）（略） 
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附則（令和３年１月 14日） 

１．本通知による改正後の規定は、令和３年１月 14日から適用する。 

２．第１項の規定にかかわらず、食用花の食用すべりひゆの削除に係る規定は、施行日から起算して１年を経過した日から適用する。 

 

 


